◆ 雇用保険適用事業所の廃止について

① 廃業し、従業員も全て退職した
② 事業を休止し、従業員も全て退職しており今後の雇用見込みもない
③ 事業は継続するが、従業員は全て退職しており今後の雇用見込みもない
④ 他の法人に吸収合併され法人解散した
⑤ 個人事業を相続継承し、自身は事業を終了した

以上の場合には、雇用保険適用事業所の廃止をすることになります。
「雇用保険適用事業所廃止届」を提出し届出を行っていただきます。必要な　添付書類は以下のとおりです。

【 ①の場合 】
法人事業：閉鎖謄本写し、履歴事項全部証明書写し（法人解散記載があるもの）
個人事業：廃業届写し
※ ただし、②・③と同様に、雇用保険被保険者が０名となった段階で、これらの書類の添付なしに届出を行うことが可能です。

【 ②・③の場合 】
法人事業・個人事業いずれの場合も、特段添付書類は必要ありません。
被保険者の資格喪失届により、被保険者が０名となった段階で届出可能です。
※ ０名となったらただちに届出を行わなければならないものではなく、事業の再開後や、今後の事業活動のなかで再度雇用の可能性がある場合は、０名のまま適用事業所として残すことが可能です。

【 ④・⑤の場合 】
基本的には②・③と同様、特段添付書類は必要なく、雇用保険被保険者が０名となった段階で届出可能です。
※ ④で、被保険者を資格取得したまま吸収する側の事業所へ統合させたい場合
　 ⑤で、被保険者を資格取得したまま屋号の後の事業主名を変えたい場合
　 吸収合併や相続継承の状況により、『新旧同一認定』を受けることで、これらの処理が行える場合があります。個別に事前相談をお願いします。④で吸収される側の被保険者数が多い場合などは、資格喪失・取得の処理が煩雑なため、こちらの方法によることをおすすめします。

※ 労働保険の廃止手続きも忘れずに行ってください。（一元適用事業の場合は　労働局もしくは労働基準監督署、二元適用事業の場合は労働局）

